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(57)【要約】
【課題】ミラー部の重量増加を最小限に抑えつつ、ミラ
ー部の剛性を高め、ミラーが往復振動した場合でも反り
や変形が生じることを防止できるマイクロミラー装置を
実現する。
【解決手段】対向する一対の捻り梁によって往復振動可
能な状態でフレーム部材に連結されたミラー基板と、該
ミラー基板に対して前記捻り梁を回転中心として往復振
動させるための駆動手段を有するマイクロミラー装置に
おいて、前記ミラー基板101は、少なくとも応力制御の
機能を有する応力制御層102と、反射層103と、増反射機
能を有する増反射膜104を備え、前記応力制御層102は、
引っ張り応力を有する層102-aと圧縮応力を有する層102
-bとを交互に積層した多層構造であることを特徴とする
ので、質量の増加を最低限に抑えつつ剛性を高めること
ができ、ミラーの平坦性の確保や往復振動時の変形を効
果的に抑えることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向する一対の捻り梁によって往復振動可能な状態でフレーム部材に連結されたミラー
基板と、該ミラー基板に対して前記捻り梁を回転中心として往復振動させるための駆動手
段を有するマイクロミラー装置において、
　前記ミラー基板は、少なくとも応力制御の機能を有する応力制御層と、反射層と、増反
射機能を有する増反射膜を備え、
前記応力制御層は、引っ張り応力を有する層と圧縮応力を有する層とを交互に積層した多
層構造であることを特徴とするマイクロミラー装置。
【請求項２】
　対向する一対の捻り梁によって往復振動可能な状態でフレーム部材に連結されたミラー
基板と、該ミラー基板に対して前記捻り梁を回転中心として往復振動させるための駆動手
段を有するマイクロミラー装置において、
　前記ミラー基板は、応力制御の機能を有する応力制御層と、反射層と、増反射機能を有
する増反射膜を備え、
ミラー母材上に順に前記応力制御層、前記反射層、前記増反射膜が形成されて成る構成で
あり、
前記応力制御層は引っ張り応力を有する層と圧縮応力を有する層とを交互に積層した多層
構造であることを特徴とするマイクロミラー装置。
【請求項３】
　対向する一対の捻り梁によって往復振動可能な状態でフレーム部材に連結されたミラー
基板と、該ミラー基板に対して前記捻り梁を回転中心として往復振動させるための駆動手
段を有するマイクロミラー装置において、
　前記ミラー基板は、応力制御の機能と増反射機能とを有する応力制御増反射膜と、反射
層を備え、ミラー母材上に順に前記反射層、前記応力制御増反射膜が形成されて成る構成
であり、
前記応力制御増反射膜は、引張り応力を有し相対的に屈折率が低い材料からなる層と圧縮
応力を有し相対的に屈折率が高い材料からなる層とを交互に積層した積層構造であるか、
若しくは、引張り応力を有し相対的に屈折率が高い材料からなる層と圧縮応力を有し相対
的に屈折率が低い材料からなる層とを交互に積層した積層構造から成る応力制御増反射膜
であることを特徴とするマイクロミラー装置。
【請求項４】
　対向する一対の捻り梁によって往復振動可能な状態でフレーム部材に連結されたミラー
基板と、該ミラー基板に対して前記捻り梁を回転中心として往復振動させるための駆動手
段を有するマイクロミラー装置において、
　前記ミラー基板は、応力制御の機能を有する応力制御層と、反射層と、増反射機能を有
する増反射膜を備え、
ミラー母材上に少なくとも順に前記反射層、前記増反射膜が形成され、前記反射層及び前
記増反射膜が形成された面とは反対側の面に、前記応力制御層が形成されて成る構成であ
り、
前記応力制御層は引っ張り応力を有する層と圧縮応力を有する層とを交互に積層した多層
構造であることを特徴とするマイクロミラー装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一つに記載のマイクロミラー装置において、
　前記反射層が金属材料からなることを特徴とするマイクロミラー装置。
【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれか一つに記載のマイクロミラー装置において、
　前記反射層は少なくとも３層からなり、密着層、ブロッキング層、反射層を有する構造
であることを特徴とするマイクロミラー装置。
【請求項７】
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　請求項１乃至４のいずれか一つに記載のマイクロミラー装置において、
　前記反射層がすべて無機材料からなる誘電体多層膜で形成されていることを特徴とする
マイクロミラー装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光スキャナーや二次元走査ミラーなどに用いられるマイクロミラー装置に関
するものであり、より詳しくは、ミラー部の高剛性化と軽量化を同時に実現し、さらに高
い反射率を維持できるマイクロミラー装置に関するものである。そして本発明によるマイ
クロミラー装置は、画像形成装置や投影型ディスプレイ装置における光を走査する機構に
応用することができる。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光応用分野において、光ビームを走査する手段としてこれまでに多くの方式、技
術が提案され、実現されてきた。代表的な例として、電子写真方式による画像形成装置が
挙げられる。これまでこの分野では、ポリゴンミラーと呼ばれる多面体の反射面を有する
ミラーを高速で回転させて、光を走査する方式が一般的に用いられてきた。しかし、ポリ
ゴンミラー方式は、多面体ミラーと、それを高速で回転させるモーターが必須の構成要件
であり、光走査システムの小型化と省エネルギーの面から改善が強く望まれている。
【０００３】
　近年、ポリゴンミラー方式に変わる光走査システムとして、マイクロマシニング技術を
用いたマイクロミラー装置の開発が盛んになってきている。この技術は主にＳｉを母材と
し、半導体製造技術を利用した微細加工技術により製造するもので、従来のポリゴンミラ
ーに比較して小型化がはるかに容易であり、省エネルギー駆動が可能であるという非常に
大きな特徴を有している。しかしながら、このマイクロミラー装置にも以下のような問題
がある。
【０００４】
　光を走査するために往復振動するミラーの剛性が低い場合、振動による慣性力によりミ
ラーが撓むなどの変形が生じる。そして、このような変形が生じると、反射された光ビー
ムの光学特性に大きく影響を与えるので、ミラーの撓みなどによる変形を極力低減させる
必要がある。
　このような慣性力による動的な変形を低減させる方法として、ミラーとなる部分の厚さ
を厚くしてミラー部の剛性を向上させるという方法がある。しかしながら、このような手
法では、ミラー部の慣性モーメントが増加することになり、ミラーの振れ角が小さくなる
か、または同じ振れ角を達成しようとした場合には、駆動エネルギーの増加が必要不可欠
となるという新たな問題が生じる。
【０００５】
　そこで上記の問題を解決するため、往復振動するミラーを有するマイクロミラー装置や
それを用いた光スキャナーにおいて、応力を制御してミラーの動的な変形や反りを低減、
解消させる技術や、ミラー部の反射層に誘電体膜の多層構造を用いて高い反射率を実現す
る従来技術が提案されており、例えば以下に説明する公知技術がある。
【０００６】
　特許文献１（特開２００３－２２４１４号公報）には、バーコードリーダの可動ミラー
について、ガラス基板上に高屈折材料及び低屈折材料を光学的な厚さでそれぞれ光線のλ
／４ずつ交互に重ねた誘電体多層膜により構成するものが記載されている。
　また、特許文献２（特開２００６－３１７６０３号公報）には、ミラー膜として、銀膜
の上にアルミニウム膜を１ｎｍ～５ｎｍの厚みとした上で、その上に増反射膜を設けるこ
とが記載されており、増反射膜は、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＺｒＯ２、ＳｎＯ２、Ｓｉｘ

Ｎｙ、ＳｉＯｘＣｙＮｘの中から選ばれる低屈折率膜と、ＴｉＯ２、Ｎｂ２Ｏ５、Ｔａ２

Ｏ５、ＺｎＯ、Ｓｉ３Ｎ４、ＳｉＯｘＣｙＮｚの中から選ばれる高屈折率膜とを交互に２
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～５層積層したものであることを特徴としている。
【０００７】
　特許文献３（特開２００７－７９８２号公報）には、Ａｇ膜、及びＡｇ合金膜上に形成
する増反射膜に関する技術であって、屈折率の低い第一の透明膜であるＩＴＯ膜と、屈折
率の高い第二の透明膜であるＩＴＯ膜、ＩＺＯ膜、ＡＺＯ膜、ＧＺＯ膜、ＡＴＯ膜、Ｉｎ

２Ｏ３膜、ＺｎＯ膜、またはＳｎＯ２膜のいずれかの膜とを、第一、第二の透明膜の順で
少なくとも二層積層した反射膜について記載されている。
　また、特許文献４（特開２００９－１１６２６３号公報）には、レーザー光用光学ミラ
ーにおいて、Ａｕ膜、Ａｇ膜、さらにこれらの膜の上に増反射膜や表面保護膜を形成する
ことによって生じる凹面形状もしくは凸面形状に変形することを防止するために、応力調
整膜を形成することが記載されている。
【０００８】
　特許文献５（特開２００５－３０８８６３号公報）には、ねじり梁の非支持端は一対の
連結部材を介しミラー基板と連結されており、ミラー基板をねじり梁と直接結合して振動
させた場合の動的撓み量のピーク位置より、回転中心軸から遠い位置においてミラー基板
と連結部材が結合される構成の偏向ミラーが記載されている。この従来技術では、上記の
ような連結部材の介在によりミラー基板の動的撓み変形が抑制され、動的歪み量の小さい
領域が拡大し、かつ、その領域内の動的撓み量も減少させることができる。
【０００９】
　特許文献６（特開２００２－２６７９９６号公報）には、ミラー基板を静電力により往
復振動させる光走査装置において、ミラー基板の湾曲を防止するために、ミラー基板のミ
ラー面が形成されない裏面に、応力調整層として圧縮応力を有する金属薄膜を成膜するこ
とが記載されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明と同様の課題の解決を目的とした技術、および類似の構成を有する技術、つまり
ミラーの変形、反りを解決する従来技術、および、ミラー部に多層構造の積層体を設ける
従来技術としては、前述したように種々の提案がなされているが、それらの従来技術と本
発明との差異について説明する。
【００１１】
　特許文献１に記載の従来技術は、バーコードリーダの可動ミラーをガラス基板上に高屈
折材料及び低屈折材料を光学的な厚さでそれぞれ光線のλ／４ずつ交互に重ねた誘電体多
層膜により構成するものである。
　しかし、この従来技術による可動ミラーは、反射層として高屈折材料及び低屈折材料を
交互に重ねた構造を有しているのみで、応力の制御や、応力に起因するミラー部の反りに
関しては全く言及されていない。
　すなわち、この従来技術では、あくまでも反射層として積層構造を利用するために、高
屈折材料及び低屈折材料を交互に重ねた構造を用いているのみであって、単に光学特性の
見地から設計しているものに過ぎない。つまり応力の制御や、応力に起因するミラー部の
反りに関しては全く言及していないという点で後述する本発明とは明らかに異なる技術で
ある。
【００１２】
　特許文献２に記載の従来技術は、ミラー膜として、銀膜の上にアルミニウム膜を１ｎｍ
～５ｎｍの厚みとした上で、その上に増反射膜を設けることを特徴としているものであり
、増反射膜は、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＺｒＯ２、ＳｎＯ２、ＳｉｘＮｙ、ＳｉＯｘＣｙ

Ｎｘの中から選ばれる低屈折率膜と、ＴｉＯ２、Ｎｂ２Ｏ５、Ｔａ２Ｏ５、ＺｎＯ、Ｓｉ

３Ｎ４、ＳｉＯｘＣｙＮｚの中から選ばれる高屈折率膜とを交互に２～５層積層したもの
であることを特徴としているものであるが、応力の制御や、応力に起因するミラー部の反
りに関しては全く言及されていない。



(5) JP 2011-242522 A 2011.12.1

10

20

30

40

50

　すなわち、この従来技術は、増反射膜としての条件として屈折率のみに注目しているも
のであり、後述する本発明のごとく屈折率と応力の二つの特性を同時に制御することによ
って初めて発揮される機能については全く言及されていない。
【００１３】
　特許文献３に記載の従来技術は、Ａｇ膜、及びＡｇ合金膜上に形成する増反射膜に関す
る技術であって、屈折率の低い第一の透明膜であるＩＴＯ膜と、屈折率の高い第二の透明
膜であるＩＴＯ膜、ＩＺＯ膜、ＡＺＯ膜、ＧＺＯ膜、ＡＴＯ膜、Ｉｎ２Ｏ３膜、ＺｎＯ膜
、またはＳｎＯ２膜のいずれかの膜とを第一、第二の透明膜の順で少なくとも二層積層し
た反射膜についてのものである。しかしながら、この従来技術では、応力の制御や、応力
に起因するミラー部の反りに関しては全く言及されていない。
【００１４】
　それに対して、後述する本発明では、圧縮応力を有する層と引っ張り応力を有する層と
を交互に積層した多層構造が応力制御層として機能するもので、各層はナノメートル・オ
ーダーの膜厚で積層するものであるので、これによる重量増加はほとんど無視できるほど
小さいものであって、積層する層数や材料によって、応力制御の効果をほかの要因に左右
されず独立に設計、制御できる特徴を有している。
【００１５】
　特許文献４に記載の従来技術は、レーザー光用光学ミラーにおいて、Ａｕ膜、Ａｇ膜、
さらにこれらの膜の上に増反射膜や表面保護膜を形成することによって生じる凹面形状も
しくは凸面形状に変形することを防止するために、応力調整膜を形成するというものであ
る。しかしながら、この従来技術では、単純に応力による変形をキャンセルするための応
力調整膜としての機能しかないために、静止状態では変形防止の効果は期待できるものの
、マイクロミラーのように高速で振動するミラーにおいては、その効果が不十分とならざ
るを得ないものである。
　また、この従来技術は、応力を制御する層を設けるという点では本発明に類似の技術に
思えるが、その設計思想や効果が全く異なるものである。つまり、この従来技術は、応力
調整膜により反りを矯正するものである。つまり、発生した応力をちょうど打ち消すよう
な応力調整膜を形成するという技術である。この技術によれば確かに、応力の補償を行な
うことで静的な状態での反りは矯正、低減できる可能性はあるかもしれない。しかし、そ
れは、単に応力のバランスを取って反りを矯正しているのみであって、ミラー部の剛性を
高めているわけでは決してない。この点が本発明と根本的に異なる点である。
【００１６】
　特許文献５に記載の従来技術では、ねじり梁の非支持端は一対の連結部材を介しミラー
基板と連結されており、ミラー基板をねじり梁と直接結合して振動させた場合の動的撓み
量のピーク位置より、回転中心軸から遠い位置においてミラー基板と連結部材が結合され
る構成の偏向ミラーが記載されており、上記のような連結部材の介在によりミラー基板の
動的撓み変形が抑制され、動的歪み量の小さい領域が拡大し、かつ、その領域内の動的撓
み量も減少させることができるが、ミラー基板の支持構造が複雑となり、加工コストがか
かる。
【００１７】
　本発明は以上の点に鑑みてなされたものであり、往復振動するミラーを有するマイクロ
ミラー装置において、ミラー部に応力制御層を設けることによりミラー部の重量増加を最
小限に抑えつつ、ミラー部の剛性を高め、ミラーが往復振動した場合でも、反りや変形が
生じることを防止できるマイクロミラー装置を実現する技術を提供することを課題（目的
）とする。また、本発明は、応力制御層の屈折率を制御した誘電体膜の積層構造で応力制
御層を形成することにより増反射膜として機能させ、高温、高湿の劣悪な環境においても
高い反射率を維持できるマイクロミラー装置を実現する技術を提供することを課題（目的
）とする。さらに本発明は、反射層に金属層を用いる構成も提案しており、この構成では
、広範囲の波長に対して高い反射率を発揮できるマイクロミラー装置を実現する技術を提
供することを課題（目的）とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記の課題を解決するため、本発明では以下のような解決手段を採っている。
［１］：対向する一対の捻り梁によって往復振動可能な状態でフレーム部材に連結された
ミラー基板と、該ミラー基板に対して前記捻り梁を回転中心として往復振動させるための
駆動手段を有するマイクロミラー装置において、前記ミラー基板は、少なくとも応力制御
の機能を有する応力制御層と、反射層と、増反射機能を有する増反射膜を備え、前記応力
制御層は、引っ張り応力を有する層と圧縮応力を有する層とを交互に積層した多層構造で
あることを特徴とする（請求項１）。
【００１９】
［２］：対向する一対の捻り梁によって往復振動可能な状態でフレーム部材に連結された
ミラー基板と、該ミラー基板に対して前記捻り梁を回転中心として往復振動させるための
駆動手段を有するマイクロミラー装置において、前記ミラー基板は、応力制御の機能を有
する応力制御層と、反射層と、増反射機能を有する増反射膜を備え、ミラー母材上に順に
前記応力制御層、前記反射層、前記増反射膜が形成されて成る構成であり、前記応力制御
層は引っ張り応力を有する層と圧縮応力を有する層とを交互に積層した多層構造であるこ
とを特徴とする（請求項２）。
【００２０】
［３］：対向する一対の捻り梁によって往復振動可能な状態でフレーム部材に連結された
ミラー基板と、該ミラー基板に対して前記捻り梁を回転中心として往復振動させるための
駆動手段を有するマイクロミラー装置において、前記ミラー基板は、応力制御の機能と増
反射機能とを有する応力制御増反射膜と、反射層を備え、ミラー母材上に順に前記反射層
、前記応力制御増反射膜が形成されて成る構成であり、前記応力制御増反射膜は、引張り
応力を有し相対的に屈折率が低い材料からなる層と圧縮応力を有し相対的に屈折率が高い
材料からなる層とを交互に積層した積層構造であるか、若しくは、引張り応力を有し相対
的に屈折率が高い材料からなる層と圧縮応力を有し相対的に屈折率が低い材料からなる層
とを交互に積層した積層構造から成る応力制御増反射膜であることを特徴とする（請求項
３）。
　ここで、上記において、相対的に屈折率が高い、低いとは、或る数値以上、以下という
ことではなく、交互に積層する２種類の層において、相対的に比較した場合に、一方が屈
折率が高く、他方の屈折率が低いということである。
【００２１】
［４］：対向する一対の捻り梁によって往復振動可能な状態でフレーム部材に連結された
ミラー基板と、該ミラー基板に対して前記捻り梁を回転中心として往復振動させるための
駆動手段を有するマイクロミラー装置において、前記ミラー基板は、応力制御の機能を有
する応力制御層と、反射層と、増反射機能を有する増反射膜を備え、ミラー母材上に少な
くとも順に前記反射層、前記増反射膜が形成され、前記反射層及び前記増反射膜が形成さ
れた面とは反対側の面に、前記応力制御層が形成されて成る構成であり、前記応力制御層
は引っ張り応力を有する層と圧縮応力を有する層とを交互に積層した多層構造であること
を特徴とする（請求項４）。
【００２２】
［５］：［１］乃至［４］のいずれか一つに記載のマイクロミラー装置において、前記反
射層が金属材料からなることを特徴とする（請求項５）。
［６］：［１］乃至［４］のいずれか一つに記載のマイクロミラー装置において、前記反
射層は少なくとも３層からなり、密着層、ブロッキング層、反射層を有する構造であるこ
とを特徴とする（請求項６）。
［７］：［１］乃至［４］のいずれか一つに記載のマイクロミラー装置において、前記反
射層がすべて無機材料からなる誘電体多層膜で形成されていることを特徴とする（請求項
７）。
【発明の効果】



(7) JP 2011-242522 A 2011.12.1

10

20

30

40

50

【００２３】
　解決手段の［１］、［２］に記載のマイクロミラー装置においては、往復振動するミラ
ー部は応力制御層と反射層と増反射膜を有している構造であり、応力制御層は引っ張り応
力を有する層と圧縮応力を有する層とを交互に積層した多層構造であるために、質量の増
加を最低限に抑えつつ剛性を高めることができ、ミラーの平坦性の確保や往復振動時の変
形を効果的に抑えることができる。
【００２４】
　解決手段の［３］に記載のマイクロミラー装置においては、上記と同様の効果に加え、
反射層の上に形成された応力制御層と増反射膜が実質的に同じ層（膜）である構造である
ために、構成要素が少なくて済み、さらにミラーの軽量化が期待できる。
【００２５】
　解決手段の［４］に記載のマイクロミラー装置においては、ミラー基板の構成がミラー
母材上に少なくとも順に反射層、増反射膜が形成されており、該反射層及び増反射膜が形
成された面とは反対の面に前記応力制御層が形成されていることにより、［１］、［２］
と同様の効果に加え、形成プロセスの自由度が高く、安定した達成手段が得られる。
【００２６】
　解決手段の［５］に記載のマイクロミラー装置においては、［１］乃至［４］のいずれ
か一つの効果に加え、反射層は金属膜により形成されることを特徴としているために、広
範囲の波長に対して高い反射率が得られるマイクロミラー装置が実現できる。
【００２７】
　解決手段の［６］に記載のマイクロミラー装置においては、［１］乃至［４］のいずれ
か一つの効果に加え、反射層は少なくとも３層からなり、ミラー母材に近いほうから密着
層、ブロッキング層、反射層を有する構造であることを特徴とするために、反射層全体の
密着性、熱的安定性に優れたマイクロミラー装置が実現できる。
【００２８】
　解決手段の［７］に記載のマイクロミラー装置においては、［１］乃至［４］のいずれ
か一つの効果に加え、反射層を構成する各層が全て無機材料であることを特徴としている
ために、耐熱性、耐プラズマ性、耐環境性に優れたマイクロミラー装置が実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明によるマイクロミラー装置のミラー部の構成の一例を模式的に示す断面図
である。
【図２】本発明によるマイクロミラー装置のミラー部の構成の別の例を模式的に示す断面
図である。
【図３】本発明によるマイクロミラー装置のミラー部の構成の別の例を模式的に示す断面
図である。
【図４】本発明によるマイクロミラー装置のミラー部の構成の別の例を模式的に示す断面
図である。
【図５】本発明によるマイクロミラー装置のミラー部の構成の別の例を模式的に示す断面
図である。
【図６】本発明によるマイクロミラー装置の一例を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明は、マイクロミラー装置において、ミラー部の慣性モーメントに大きく影響を与
える重量の増加を最小限に抑えつつ、ミラー部の剛性を向上させて往復振動時の変形を極
力低減させるものである。それを達成するために、ミラー部に応力制御層を設けることを
大きな特徴としているものである。また、ミラーの耐熱性や耐環境性を向上させることも
目的としており、それを実現するために、応力制御層そのものに大きな特徴を有している
ものである。具体的には、応力制御層は圧縮応力を有する層と引っ張り応力を有する層を
交互に積層した多層構造で実現するものであって、非常に薄い膜厚の積層体で効果が得ら
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れるために重量の増加を極力抑えることができる。さらに、応力制御層を構成する圧縮応
力を有する層と引っ張り応力を有する層の、それぞれの屈折率を光学設計に基づき独立に
制御することにより、増反射膜として機能させることもできるというものである。
【００３１】
　以下、本発明のマイクロミラー装置の実施形態について、図面を参照して詳細に説明す
る。
　本発明の基本的な構成について図１を用いて説明する。図１は、本発明によるマイクロ
ミラー装置のミラー部の構成の一例について断面図を用いて模式的に示したものである。
図１においては、ミラー母材101 上に、応力制御層102 が形成されており、その上に反射
層103 、さらに増反射膜104 が形成されている様子を示している。ここで、応力制御層10
2 は引張り応力を有する層102-a と圧縮応力を有する層102-b が交互に積層されて形成さ
れているものであって、その膜厚はナノメートルのオーダーで制御されているものである
。反射層103 は金（Ａｕ）やアルミニウム（Ａｌ）といった高反射金属膜で形成されてい
るものである。そして、増反射膜104 としては、屈折率が制御された誘電体膜などが利用
される。
　このように本発明では、応力制御層102 と反射層103 と増反射膜104から成るために、
それぞれの層が所望の特性を発揮するように、独立に設計することができる点が大きな特
徴である。
【００３２】
　まず、応力制御層102 の構成について説明する。応力制御層102 は引張り応力を有する
層102-a と圧縮応力を有する層102-b が交互に積層されて形成されているものであって、
各層の膜厚はナノメートル・オーダーで制御されているものである。このような積層構造
は、半導体製造技術の分野で一般的に用いられる薄膜形成方法を利用することで容易に実
現することができる。具体的には、スパッタリング法やプラズマＣＶＤ法、さらには電子
ビーム蒸着法などが挙げられる。一般にこのような薄膜形成法で成膜できる材料は、引張
り応力を有する膜も、圧縮応力を有する膜も、いずれの膜も形成が可能であるばかりでは
なく、これらの薄膜形成法は、その作成条件により、同じ材料の薄膜であっても、圧縮応
力を有する膜から引っ張り応力を有する膜まで比較的制御性よくコントロールすることが
できるという特徴を有している。また、スパッタリング法やプラズマＣＶＤ法、さらには
電子ビーム蒸着法などの真空プロセスを利用した薄膜形成法は成膜速度の再現性、安定性
に優れた形成法であるために、成膜速度を把握することにより、ナノメートル・オーダー
であっても所望の膜厚を実現することは容易に行なえるものである。
【００３３】
　用いることのできる材料は、利用できる成膜手法や必要とする応力の観点から適宜選択
することが可能であるが、例えば、シリコン酸化膜（ＳｉＯ２）やアルミナ（Ａｌ２Ｏ３

）などの酸化膜、及びシリコン窒化膜（ＳｉＮ）や窒化チタン膜（ＴｉＮ）等の窒化膜等
がその応力制御の容易さ、膜の安定性から好適である。さらには、銅（Ｃｕ）やタングス
テン（Ｗ）といった金属膜も形成条件によってその応力が引張り応力から圧縮応力まで制
御可能であるので適した材料であると言える。
【００３４】
　次に，このような引張り応力を有する層と圧縮応力を有する層が交互に積層された構造
において、剛性が向上する現象について説明する。引張り応力を有する層と圧縮応力を有
する層が交互に積層された構造は異方性を持った応力分布を有することになる。その結果
、例えば本来強度の低い層に圧縮応力が作用する場合は、層の強度は圧縮応力分だけ本来
の強度よりも向上し、高強度化が実現できる。一方、引張り応力と圧縮応力が隣接する層
の界面付近では、発生しようとするクラックと残留応力の相互作用により、クラック進展
方向が偏向あるいは阻害されて結果的に高靭化される。このように積層構造を利用して高
強度化、高靭化を実現することで、これまでさまざまな複合セラミックス材料が研究・開
発されてきた。本発明は、この高強度化、高靭化を実現する積層構造を得るため、膜厚を
ナノメートル・オーダーで制御するという技術的特徴を有しているために、全体の膜厚を
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むやみに厚くすることなく、ミラー母材の剛性向上を実現するというものである。さらに
、積層する層数の増加、また、効果を生み出す界面の数の増加は、容易に実現できるもの
であるために、制御性良く、確実に効果が実現できる構造を得ることができる。このよう
にして形成した応力制御層102 の上にさらにミラーとして機能する反射層103 を形成し、
さらに増反射膜104 を形成してミラー部全体の構成が完成する。この部分が、本発明の最
も大きな特徴である。このように応力制御層102 と反射層103 を膜厚方向で積層する構成
では、ミラー部の大きさを必要最低限に抑えることができ、ミラー部の小型化、軽量化が
容易に達成できる
【００３５】
　次に増反射膜104 について説明する。図１においては、増反射膜104 は低屈折率層と高
屈折率層を積層されて形成されるものである。このような増反射膜は一般的によく知られ
ているものを用いることができ、その形成方法は、スパッタリング法やプラズマＣＶＤ法
、さらには電子ビーム蒸着法といった、やはり半導体製造プロセスで一般的に用いられる
制御性に優れた技術を用いて形成可能である。
【００３６】
　次に、図２は、応力制御層と増反射膜が実質的に同一の層（膜）である場合のミラー部
の構成例について、その断面図を用いて模式的に示したものである。「実質的に同一」と
いうことは、引っ張り応力を有する層と圧縮応力を有する層とを交互に積層した多層構造
が、応力を制御されて形成されたことによって「応力制御層」として機能し、同時に、屈
折率も同時に制御されて形成されることによって「増反射膜」として機能することを意味
している。
【００３７】
　図２においては、ミラー母材201 上に、金属膜からなる反射層203 が形成されており、
その上に応力制御増反射膜205 が形成されている様子を示している。ここでは、先に述べ
た応力制御層において各層の屈折率も制御して形成することで増反射膜としての機能を持
たせたものを「応力制御増反射膜」と呼ぶこととする。
【００３８】
　図２の例では、応力制御増反射膜205 は、引張り応力を有し相対的に屈折率が低い材料
からなる層（引張り応力／低屈折率層）205-a と、圧縮応力を有し相対的に屈折率が高い
材料からなる層（圧縮応力／高屈折率層）205-b とを交互に積層した積層構造であるが、
これとは逆に、引張り応力を有し相対的に屈折率が高い材料からなる層と、圧縮応力を有
し相対的に屈折率が低い材料からなる層とを交互に積層した積層構造から成る応力制御増
反射膜であってもよい。
　ここで、上記において、相対的に屈折率が高い、低いとは、或る数値以上、以下という
ことではなく、交互に積層する２種類の層において、相対的に比較した場合に、一方が屈
折率が高く、他方の屈折率が低いということである。
【００３９】
　反射層203 に用いられる金属は、可視域全般の波長であればアルミニウム（Ａｌ）が好
適であり、可視域の長波長領域から近赤外の領域であれば金（Ａｕ）が好適である。この
他にも、銀（Ａｇ）や白金（Ｐｔ）など、目的や使用環境に応じて適宜選択することがで
きる。
　一方、応力制御増反射膜205 は図１で示した構成と同様に、引張り応力を有する層205-
a と圧縮応力を有する層205-b が交互に積層されて形成されているものであって、その膜
厚はナノメートルのオーダーで制御されているものである。
【００４０】
　また、金属を反射層として用いる場合は、金属材料を単層の構成として用いてもよいが
、下地基板との密着性を向上させるための密着層、さらには、反射材料と密着層の相互拡
散や反応を防止するためのブロッキング層を適宜選択し設けてもよい。その様子を模式的
に示したミラー部の構成例が図３である。
　図３に示す構成例では、ミラー母材301 の上に、引張り応力層302-a と圧縮応力層302-
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b
を交互に積層した多層構造の応力制御層302 が形成され、の応力制御層302 の上に、密着
層303-a 、ブロッキング層303-b 、ミラー層（反射層）303-c からなる反射層303 が形成
され、さらにその上に増反射膜304 が設けられている。
【００４１】
　密着層303-a として用いられる材料は、下地材料との組合せで適宜選択すべきものであ
るが、一般的にチタン（Ｔｉ）やクロム（Ｃｒ）などの金属材料、または、窒化チタン（
ＴｉＮ）や窒化アルミニウム（ＡｌＮ）等の金属窒化物が好適である。また、ブロッキン
グ層303-b は、密着層303-a とミラー層（反射層）303-c の相互拡散や合金化を防止する
ためのものであるので、それらの機能が期待できる白金（Ｐｔ）やタングステン（Ｗ）が
好適である。このような構成とすることにより、金属材料を単層で用いた場合に比較して
、耐熱性、耐環境性が向上する効果が得られる。
【００４２】
　本発明においては、反射層として金属材料を用いずに、誘電体多層膜による反射層を用
いることもできる。すなわち、相対的に屈折率の低い材料と屈折率の高い材料とを、対象
とする波長の１／４の厚さで積層することにより、光の干渉効果に基づいて、各層の境界
面からの反射光が相加的に重なって非常に効率の高い反射層として機能するものである。
狙いの波長がどれぐらいで、どの程度の反射率を必要とするのかという要求に対して、屈
折率の低い材料と屈折率の高い材料の屈折率を、それぞれどれぐらいにすればいいのか、
また、各層の膜厚はどれぐらいが必要なのかという点に関しては、一般的なパーソナルコ
ンピューターで使用できる設計ソフトが広く知られているものである。
【００４３】
　一般的にこのような屈折率の低い材料と屈折率の高い材料としては、誘電体が用いられ
る場合が多く、そのため誘電体多層膜と呼ばれることも多い。また、その形成方法は、ス
パッタリング法やプラズマＣＶＤ法、さらには電子ビーム蒸着法といった、これもやはり
半導体製造プロセスで一般的に用いられる制御性に優れた技術を用いて形成可能である。
一般的にこのように誘電体材料を用いる反射層は、金属膜に比較して、温度や雰囲気に対
する耐久性が優れており、また、機械的強度も高いために耐磨耗性にも優れている。従っ
て、ミラーの使用される温度や環境等に応じて適宜選択されるべきものである。このよう
な誘電体多層膜を反射層に用いたミラー部の構成例を模式的に示したものが図４である。
　図４に示す構成例では、ミラー母材401 の上に、引張り応力層402-a と圧縮応力層402-
b を交互に積層した多層構造の応力制御層402 が形成され、の応力制御層402 の上に、誘
電体多層膜からなる反射層403 が形成され、さらにその上に増反射膜404 が設けられてい
る。
【００４４】
　以上のように、本発明のマイクロミラー装置では、ミラー部に、応力制御層と反射層と
増反射膜（または、応力制御層と増反射膜の機能を有する応力制御増反射膜と反射層）を
有している点が本発明の大きな特徴であるが、このような三つの機能を有する積層構造の
構成は、これまで説明したような、同じ面において膜厚方向での積層構造に限定される必
要はなく、ミラー母材の表裏両面に分けて形成する構成も可能である。その場合のミラー
部の構成例を模式的に示したものが図５である。図５に示す構成例おいては、応力制御層
502 が形成されたミラー母材501 の反対側の面に反射層503 と増反射膜504 が形成されて
いる様子を示している。
　また、図５の構成においても、金属を反射層として用いる場合は、金属材料を単層の構
成として用いてもよいが、図３と同様に、下地基板との密着性を向上させるための密着層
、さらには、反射材料と密着層の相互拡散や反応を防止するためのブロッキング層を適宜
選択し設けてもよい。また、反射層503 としては、図４と同様に、誘電体多層膜を用いる
こともできる。
【００４５】
　次に、図６は本発明のマイクロミラー装置の全体像を模式的に示す斜視図である。なお
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、図６では、往復振動するミラーを駆動する機構の図示は省略している。
　図６に示すマイクロミラー装置のミラー部は、例えば図１に示した構成例のような積層
構造を有しており、ミラー母材601 上に応力制御層604 と反射層＋増反射膜605 を積層形
成した後、公知のマイクロマシン技術を用いて加工され、捻り梁602 とフレーム603 が形
成される。
　なお、ミラー部の構成についてはこれに限るものではなく、図１～５のいずれかに示し
た積層構造であればよい。
　また、本発明は、駆動方式にとらわれることなく効果が発揮できるものであるので、一
般的な駆動方式である圧電素子駆動方式、静電駆動方式、電磁駆動方式の、いずれの駆動
方式であってもよい。
【実施例】
【００４６】
　以下、具体的な実施例を用いて、本発明のマイクロミラー装置について更に詳細に説明
する。
【００４７】
［実施例１］
　本発明の第１の実施例について図１を参照しながら説明する。
　本実施例では、応力制御層102 として、引張り応力を有する層であるＳｉＮ膜102-a と
、圧縮応力を有する層であるＳｉＯ２膜102-b を交互に積層した積層構造を形成し、その
上に反射層103 としてＡｌ膜を形成し、さらに増反射膜104 として、反射層103 の上に、
低屈折率層としてのＳｉＯ２膜と、高屈折率層としてのＴｉＯ２膜を形成する例について
説明する。
【００４８】
　ミラー母材101 となる基板として、ＳＯＩ（Silicon On Insulator）ウェハを用いた。
このＳＯＩ（Silicon On Insulator）ウェハは絶縁層としてのシリコン酸化膜の厚さが、
１μｍ、それをはさむ形で反射層が形成される表面側のシリコン層が１００μｍ、裏面側
のシリコン層が３００μｍ形成されたものである。このＳＯＩウェハに対して、一般的な
マイクロマシン技術を用いてマイクロミラー装置を形成した。
【００４９】
　本発明の特徴である、応力制御層と反射層の形成方法について以下に説明する。プラズ
マＣＶＤ法により以下の表１に示す条件でＳｉＮ膜とＳｉＯ２膜の積層構造を作成した。
【００５０】
【表１】

【００５１】
　上記の条件で作成したＳｉＮ膜とＳｉＯ２膜のそれぞれの応力は事前の実験の結果得ら
れており、ＳｉＮ膜は９００ＭＰａの引張り応力、ＳｉＯ２膜は１ＧＰａの圧縮応力であ
ることがわかっている。このようなＳｉＮ膜とＳｉＯ２膜とをそれぞれ５層、計１０層の
積層構造を形成し応力制御層102 とした。
【００５２】
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　本実施例では、反射層103 として、応力制御層102 の上に、さらにＡｌ膜をＤＣマグネ
トロンスパッタリング法により形成した。形成条件を以下の表２に示す。
【００５３】
【表２】

【００５４】
　本実施例では、増反射膜104 として、さらに反射層103 の上に、低屈折率層としてのＳ
ｉＯ２膜、高屈折率層としてのＴｉＯ２膜をＲＦマグネトロンスパッタリング法により形
成した。形成条件を以下の表３に示す。
【００５５】
【表３】

【００５６】
　上記の条件で作成したＳｉＯ２膜とＴｉＯ２膜のそれぞれの屈折率は事前の実験の結果
得られており、ＳｉＯ２膜の屈折率は１．４５、ＴｉＯ２膜はアナタース型構造であって
屈折率は２．５２であった。
【００５７】
　このようにして、ミラー母材101 となる基板（ＳＯＩウェハ）上に、応力制御層102 、
反射層103 及び増反射膜104 を形成後、公知のマイクロマシン技術を用いて加工し、図６
に示すようなガルバノミラー型マイクロミラー装置を完成させた。ミラー部の反射率は、
７８０ｎｍのレーザー光に対して９８．５％を示し、周波数２ｋＨｚで駆動させた場合の
撓みによる変形量も、ほとんど無視できる量に抑えることができた。
　このようにして得られたマイクロミラー装置を、４５０℃、８５％の環境試験を行なっ
たところ、反射率の低下はわずか１％と非常に耐熱性に優れたマイクロミラー装置である
ことが確認できた。
【００５８】
［実施例２］
　本発明の第２の実施例について図２を参照しながら説明する。
　本実施例では、反射層203 としては、実施例１と同様にＡｌ膜を用いた。この反射層20
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3 の上に形成する応力制御増反射膜205 として、低屈折率で引張り応力を有するＭｇＦ２

膜から成る引張り応力層205-a と、高屈折率で圧縮応力を有するＳｉＯ２膜から成る圧縮
応力層205-b の積層構造を形成した例について説明する。
　ミラー母材201 となる基板材料としては、実施例１と同様にＳＯＩ（Silicon On Insul
ator）ウェハを用いた。このＳＯＩウェハは、絶縁層としてのシリコン酸化膜の厚さが１
μｍ、それをはさむ形で応力制御反射層203 が形成される表面側のシリコン層が１００μ
ｍ、裏面側のシリコン層が３００μｍ形成されたものである。このＳＯＩウェハに対して
、一般的なマイクロマシン技術を用いてマイクロミラー装置を形成した。
【００５９】
　本発明の特徴である応力制御増反射膜205 の形成方法について以下に説明する。ＲＦマ
グネトロンスパッタリング法により、以下の表４に示す条件でＭｇＦ２膜とＳｉＯ２膜の
積層構造を作成した。
【００６０】
【表４】

【００６１】
　上記の条件で作成したＭｇＦ２膜とＳｉＯ２膜のそれぞれの応力は、事前の実験結果か
ら得られており、ＭｇＦ２膜は９００ＭＰａの引張り応力、ＳｉＯ２膜は１ＧＰａの圧縮
応力であることが分かっている。このようなＭｇＦ２膜とＳｉＯ２膜とを、それぞれ６層
、計１２層の積層構造を形成して応力制御増反射膜205 とした。
【００６２】
　一方、屈折率について説明すると、上記の条件で作成したＭｇＦ２膜とＳｉＯ２膜のそ
れぞれの屈折率は、事前の実験結果から得られており、ＭｇＦ２膜の屈折率は１．３８、
ＳｉＯ２膜の屈折率は１．４６であった。
　このようにして応力制御増反射膜205 を形成後、公知のマイクロマシン技術を用いて加
工し、図６に示すようなガルバノミラー型マイクロミラー装置を完成させた。反射率は、
７８０ｎｍのレーザー光に対して９９．２％を示し、周波数５ｋＨｚで駆動させた場合の
撓みによる変形量も、殆ど無視できる量に抑えることができた。
　このようにして得られたマイクロミラー装置について、４５０℃、８５％の環境試験を
行なったところ、反射率の低下はわずかに０．８％であり、非常に耐熱性に優れたマイク
ロミラー装置であることが確認できた。
【００６３】
［実施例３］
　本発明の第３の実施例について図３を参照しながら説明する。
　本実施例では、これまでの実施例とは異なり、反射層303 として密着層303-a 、ブロッ
キング層303-b 、ミラー層303-c の三層構造を用いた例について説明する。応力制御層30
2 は実施例１に記載したものと同じで、引張り応力を有するＳｉＮ膜302-a と圧縮応力を
有するＳｉＯ２膜302-b の積層構造を採用した。この上にさらに金属を用いて反射層303 
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を形成した。その内容について説明する。波長７８０ｎｍのレーザー光源に対する反射層
303 として機能することを想定し、表層のミラー層303-c は金（Ａｕ）を採用することと
した。しかし、前述の引張り応力を有するＳｉＮ膜302-a と圧縮応力を有するＳｉＯ２膜
302-b の積層構造に直接、金を形成すると密着性に問題があるために、密着層303-a とし
てチタン（Ｔｉ）を用い、また、チタン（Ｔｉ）と金（Ａｕ）の相互拡散を防止する目的
でブロッキング層303-b として白金（Ｐｔ）を用いた。これらの金属層はすべて、電子ビ
ーム蒸着法により形成し、それぞれの膜厚は、チタン（Ｔｉ）：５０ｎｍ、白金（Ｐｔ）
：５０ｎｍ、金（Ａｕ）：１００ｎｍとした。これらの膜厚は、電子ビーム蒸着装置に付
属の水晶発振式膜厚モニターの信号をもとに制御して形成した。
【００６４】
［実施例４］
　本発明の第４の実施例について図４を参照しながら説明する。
　本実施例では、これまでの実施例とは異なり、反射層に誘電体多層膜を用いた例につい
て説明する。応力制御層402 は実施例１と同様の構成を用いた。その上に反射層403 を形
成するために、低屈折率層としてＳｉＯ２膜、高屈折率層としてＴｉＯ２膜をＲＦマグネ
トロンスパッタリング法により形成した。形成条件を以下の表５に示す。
【００６５】
【表５】

【００６６】
　上記の条件で作成したＳｉＯ２膜とＴｉＯ２膜のそれぞれの屈折率は事前の実験の結果
得られており、ＳｉＯ２膜の屈折率は１．４５、ＴｉＯ２膜はアナタース型構造であって
屈折率は２．５２であった。
　さらにその上に、増反射膜として機能するための構成として、低屈折率膜であるＡｌ２

Ｏ３膜、高屈折率膜であるＴａ２Ｏ５膜を積層して形成した。
　本実施例では、応力制御層402 、誘電体多層膜反射層403 、増反射膜404 のすべてが無
機材料で形成されているために、Ｏ２プラズマアッシングを１時間、さらに真空中での４
００度の熱処理を１時間行っても、初期の反射特性を維持していた。
【００６７】
［実施例５］
　本発明の第５の実施例について図５を参照しながら説明する。
　本実施例では、これまで説明してきたような応力制御層、反射層及び増反射膜が膜厚方
向で同じ面に積層した構造ではなく、ミラー母材501 を挟んで、応力制御層502 と、反射
層503 及び増反射膜504b が、対向する面上に形成された構造についての実施例である。
　すなわち、本実施例では、ミラー母材501 となる基板（例えばＳＯＩウェハ）の一方の
面に応力制御層502 を形成し、その反対側の面に反射層503及び増反射膜504 を形成した
ものである。このような構造とすることで、応力制御層502 、反射層503 及び増反射膜50
4 のそれぞれが、お互いに制約を受けずに最適な構成、条件で形成することができるとい
う利点が得られる。
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【符号の説明】
【００６８】
　101、201、301、401、501、601：ミラー母材（基板）
　102、302、402、502、604：応力制御層
　102-a、302-a、402-a、502-a：引張り応力層
　102-b、302-b、402-b、502-b：圧縮応力層
　103、203、303、503：反射層
　104、304、404、504：増反射膜
　205：応力制御増反射膜
　205-a：引張り応力／低屈折率層
　205-b：圧縮応力／高屈折率層
　303-a：密着層
　303-b：ブロッキング層
　303-c：ミラー層
　403：誘電体多層膜反射層
　602：捻り梁
　603：フレーム
　605：反射層＋増反射膜
【先行技術文献】
【特許文献】
【００６９】
【特許文献１】特開２００３－２２４１４号公報
【特許文献２】特開２００６－３１７６０３号公報
【特許文献３】特開２００７－７９８２号公報
【特許文献４】特開２００９－１１６２６３号公報
【特許文献５】特開２００５－３０８８６３号公報
【特許文献６】特開２００２－２６７９９６号公報



(16) JP 2011-242522 A 2011.12.1

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(17) JP 2011-242522 A 2011.12.1

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 2H141 MA12  MB24  MD12  MD16  MD20  MD24  MF02  MF04  MF14  MF17 
　　　　 　　        MF21  MF28  MG04  MG06  MG07  MZ06  MZ16  MZ19  MZ26 
　　　　 　　  3C081 AA07  BA11  BA28  BA44  BA47  BA53  BA54  BA55  DA21  EA08 
　　　　 　　  5C072 AA03  BA13  HA14 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

